
習志野市東習志野コミュニティセンター 

指定管理に係る個別仕様書 

 

令和 8年 6月 

習志野市 
 



 

目次 

１ 指定管理の対象施設 ........................................................................................... 1 

２ 習志野市東習志野コミュニティセンターに関すること.................................. 2 

３ 施設の使用に関すること ................................................................................... 3 

４ 施設の管理に関すること ................................................................................... 3 



1 

１ 指定管理の対象施設 

（１）指定管理の対象施設 

指定管理の対象施設及び施設使用料等は次のとおりです。 

②習志野市東習志野コミュニティセンター 

昭和 57 年 7月 1 日設置 

習志野市東習志野 3丁目 1番 20 号 電話：047-475-9901 

1 階 東習志野図書館(教育委員会所管指定管理者管理)、入口、エント

ランスロビー等の共用部分（指定管理者管理） 

2 階 東習志野コミュニティセンター（指定管理者管理） 

3 階 東習志野コミュニティセンター（指定管理者管理）、習志野市社

会福祉協議会（実籾支部・東習志野支部）（民間管理） 

※市施設の主たる管理は東習志野コミュニティセンター指定管理者

が行います。そのため、1階図書館部分の修繕対応等が発生する可

能性があります。 

敷地面積 1,301.74 ㎡ 

延床面積 1,467.42 ㎡（コミュニティセンター部分 1,056.78 ㎡） 

RC3 階建て 

部屋名 
面積 

(㎡) 

使用料 

9時~12時 
12時~13時 

17時～18時 
13時～15時 15時～17時 18時～21時 

和室研修室 9.30 90 円 30 円 60 円 60 円 90 円 

実習室 49.00 450 円 150 円 300 円 300 円 450 円 

和室A 46.90 450 円 150 円 300 円 300 円 450 円 

和室B 51.39 480 円 160 円 320 円 320 円 480 円 

講義室A 83.45 780 円 260 円 520 円 520 円 780 円 

講義室B 52.19 480 円 160 円 320 円 320 円 480 円 

多目的室 166.71 1,590 円 530 円 1,060 円 1,060 円 1,590 円 

調理室 65.04 1,470 円 490 円 980 円 980 円 1,470 円 

【参考】事務室（17.1 ㎡） 社会福祉協議会支部（27.72 ㎡）、倉庫、 

駐車場（8台）・自転車等駐車場（50 台）・臨時駐車場（30 台

（習志野市総合教育センター敷地内）） 
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※習志野市では使用料を 3年ごとに見直しており令和 7年 4月に改定を行

いました。次回改定は、令和 10 年 4月を予定しています。 

※併設されている東習志野図書館に係る指定管理者の募集要項も市教育委

員会において、6月 15 日以降に公表される予定です。 

 

２ 習志野市東習志野コミュニティセンターに関すること 

東習志野コミュニティセンターは、平成 26年度まで教育委員会の所管施

設、いわゆる教育施設として地縁による団体において管理運営がなされてき

ました。 

地域に根ざし、地域や学校と連携した多彩な活動を展開する施設として地

域特性を十分理解することにとどまらず、地域の保育所・幼稚園・こども

園・小学校・中学校等との連携を密にする必要があります。 

また、地域住民で組織する町会・自治会等の活動として、地域の各町会や

町会を束ねる連合町会組織とのかかわりも深いことから、これら地域との連

携も同様に求められます。 

とりわけ、東習志野コミュニティセンターにおける事業は、次のとおりで

す。 

（１）サークル連絡協議会等活動の支援 

東習志野コミュニティセンターでは、市内のサークル活動の場として活

発な活動が行われており、サークル登録団体を管理しています。 

このサークル団体代表者によるサークル連絡協議会等を組織しており、

コミュニティセンター独自の行事（草刈、年末大掃除）を行っています。

これら行事の実施にあたっては常に協力体制をとり、コミュニティセンタ

ーが事務局的業務を担う場合もあります。  

 

設備 区分 使用料 

陶芸窯 
素焼き 1,220 円 

本焼き 1,530 円 

【参考】陶芸小屋内電気炉（製品規格：電気炉 TY-W、焼成装置 TTA）

（東習志野小学校敷地内） 
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①サークルの育成 

サークル情報の提供のため、定期利用団体の活動案内一覧を作成しま

す。作成にあたっては個人情報保護に留意してください。 

②市民文化祭（例年 9 月開催 土曜日・日曜日を含む 2日間） 

定期利用団体を中心とした実行委員会を組織し、秋の市民文化祭開催

に向け、団体とコミュニティセンターで企画調整等を行います。企画調

整には数回の会議を開催し、コミュニティセンターは団体ごとに不公平

感の生じることのないように留意します。期間前の準備や、期間中の受

付担当等、また後片付け等には団体の自主的なかかわりを促します。備

品の管理（貸し借り）について他館との調整が必要な場合があります。 

（２）市内学校等の連携 

東習志野コミュニティセンターでは、近接する文教センター公園と東習

志野小学校グラウンドも使用して子ども会育成会連絡協議会との連携事業

を開催しています。この行事開催にあたっては、学校長、市公園緑地課へ

の使用許可手続き等調整を図る必要があります。 

その他、サークル活動の円滑な運営について求めに応じ指導助言を行い

ます。 

 

３ 施設の使用に関すること 

（１）東習志野コミュニティセンターの使用の許可に関する業務 

原則として 3カ月前の月の 1日から利用申請を受付けます。 

（２）定期利用団体の施設利用調整 

定期利用団体の安定した活動を支援するため、施設利用の調整を前年度

に行います。 

 

４ 施設の管理に関すること 

施設は東習志野コミュニティセンター（1階～3階）、東習志野図書館（1

階）と習志野市社会福祉協議会（実籾支部・東習志野支部）（3階）の複合施

設となっており、施設全体の管理を東習志野コミュニティセンターの指定管

理者が行います。 

なお、東習志野図書館の運営は、教育委員会で選定した指定管理者が行い

ます。 
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（１）管理の基準 

①開館時間 

午前 9時から午後 9時 

※管理時間は、午前 8時 30 分から午後 9時 30 分 

※無人となる時間帯については機械警備による対策を講じます。 

※駐車場台数確保の観点から、習志野市総合教育センター内の敷地に教

育財産使用許可を受け、東習志野コミュニティセンター専用駐車場と

しており、指定管理者の管理区域となりますので、施錠、その他管理

をしてください。 

②休館日 

月曜日及び祝日(祝日と月曜が重なった場合については休館日とします） 

12 月 29 日から翌年 1月 3日までの日 

※指定管理者が市長の承認を得て必要と認めたときは、開館時間の変更

及び臨時に休館することができます。 

（２）ピアノの調律等 

講義室 A及び講義室 Bに設置しているピアノは整調整音及び調律を行っ

てください。 

（講義室 A アップライトピアノ（メーカー：ヤマハ、型番：U1M）） 

（講義室B アップライトピアノ（メーカー：ヤマハ、型番：U1）） 

（３）簡易水道検査料 

簡易水道検査対象施設ですので、定期検査を手続きの上、行ってくださ

い。 

（４）調理室、陶芸窯等の管理・運営 

適正な利用を指導し、常に清潔な状態を保持してください。 

※陶芸窯の利用に関しては、東習志野コミュニティセンター陶芸用電気炉

取扱要領及び基準に沿って適正な利用に努めてください。また、取扱い

に関し指導助言が求められる場合があります。  
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（５）施設設備の保守及び修繕 

施設設備の維持管理は次のとおりです。 

番号 業務内容 

1 自家用電気工作物保守（電気設備保守） 
月1回定期点検 年1回試験総合

点検 

2 冷暖房機保守 
冷暖房切替点検2回（冷房・暖房

切替前） 

3 消防用設備保守 機器点検年1回 総合点検年1回 

4 エレベーター保守（1基） 月１回定期点検 年1回法定点検 

5 自動ドア保守（片引4台） 年2回 

6 建物清掃 日常清掃 2か月に1回の定期清掃 

7 調理室 排水管高圧洗浄 隔年実施 

8 貯水槽清掃 年1回 

9 樹木剪定及び消毒 

施設敷地内樹木剪定年1回、施設

敷地内下草刈年2回）、施設敷地内

樹木等消毒年2回、臨時駐車場内

草刈年2回 

10 機械警備  

※委託や修繕の際には市内業者の活用に配慮してください。 

※建築基準法に基づく特殊建築物定期点検については、市が委託します

が、点検時には資料の準備や立ち会い等に協力してください。また、点

検結果によって施設設備の補修や修繕を求められる場合があります。 

（６）防災 

施設全体の警報等表示盤及び非常用放送設備は、東習志野コミュニティ

センター事務室及び東習志野図書館事務室にあり、防火管理者は東習志野

コミュニティセンター館長となります。館長及び担当者の就任や異動があ

った場合は消防計画変更届出書を作成し、協働政策課に提出することとし

ます。 

避難訓練は年２回義務付けられており、その内１回は市消防職員立会い

のもと実施することとします。消防用設備保守点検業務委託の受託者にも

立会いを求めます。また、訓練は、東習志野図書館に参加を促し、合同で

行います。さらに、習志野市社会福祉協議会（実籾支部・東習志野支部）
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（3階）にも参加を促します。 

緊急時は習志野市の緊急通報マニュアルに沿って対応してください。（要

登録） 

（７）駐車場、自転車等駐車場の管理・保全、施錠、開錠 

（８）その他 

東習志野コミュニティセンターの敷地内には、本市が実施する電動アシ

スト自転車等を用いた「習志野市モビリティシェアリング事業」に基づ

く、自転車等を貸出、返却する設備（ステーション）が設置されていま

す。 


